
                       

 

「第 65回焼津みなとまつり」の指定催しの指定について 

 

 火災予防条例により、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なもの（火気使

用を行う露店を含め、露店数が 100 店以上のもの）は、消防長が指定し、公示しなければ

ならないと定まっています。 

 今回、下記の催し物が指定催しとして指定されましたので、公示します。 

 

・ 第 65回焼津みなとまつり 

  日時 平成 31年４月 14日（日） 

  場所 焼津漁港焼津地区焼津第一船渠 

 

 指定催しの指定を受けた主催者は、防火担当者を定め、火災予防計画を作成し、計画に

基づく防火管理業務を行わなければなりません。 

 

 また、露店の出店者は、火気を使用する場合、付近に消火器を設置したり、ガスボンベ

が転倒しないように固定するなどの対策を講じなければなりません。 


